
一
頁

○
総
務
省
告
示
第

号

無
線
設
備
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
八
号
）
第
四
十
九
条
の
十
六
の
二
第
五
号
た
だ
し
書

の
規
定
に
基
づ
き
、
同
号
本
文
の
規
定
を
適
用
し
な
い
送
信
空
中
線
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
五
年

月

日

総
務
大
臣

新
藤

義
孝

設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
十
六
の
二
第
五
号
本
文
の
規
定
を
適
用
し
な
い
送
信
空
中
線
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

イ
ヤ
ー
・
モ
ニ
タ
ー
用
ラ
ジ
オ
マ
イ
ク
（
舞
台
で
使
用
す
る
モ
ニ
タ
ー
ス
ピ
ー
カ
ー
に
出
力
さ
れ
る
音
声
そ
の
他
の

音
響
の
伝
送
を
行
う
ラ
ジ
オ
マ
イ
ク
を
い
う
。
）
の
無
線
設
備
で
あ
っ
て
、
一
、
二
四
〇

を
超
え
一
、
二
六
〇

以

MHz

MHz

下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
の
送
信
空
中
線
（
絶
対
利
得
が
七
デ
シ
ベ
ル
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）

（案） 別添４


